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別表１ 措置基準 

措    置    要    件 期     間 

（虚偽記載） 

１ 市工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争にお

いて、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資

料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設

工事等の請負契約の相手方として不適当であると認め

られるとき。 

 

当該認定をした日から 

 １カ月以上６カ月以内 

 

 

 

（過失による粗雑工事） 

２ 市工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にし

たと認められるとき（かしが軽微であると認められる

ときを除く。）。 

３ 一般工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑に

した場合において、かしが重大であると認められると

き。 

 

当該認定をした日から 

 １カ月以上６カ月以内 

 

当該認定をした日から 

１カ月以上３カ月以内 

 

（契約違反） 

４ 第２号に掲げる場合のほか、市工事の施工に当た

り、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方と

して不適当であると認められるとき。 

 

当該認定をした日から 

 ２週間以上４カ月以内 

 

（安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故） 

５ 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切で

あったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさ

せ、又は損害（軽微なものを除く。）を与えたと認め

られるとき。 

６ 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切

であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさ

せ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大

であると認められるとき。 

 

当該認定をした日から 

 １カ月以上６カ月以内 

 

 

当該認定をした日から 

 １カ月以上３カ月以内 

 

 

（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故） 

７ 市工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切で

あったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさ

せたと認められるとき。 

８ 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切

であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じ

させた場合において、当該事故が重大であると認めら

れるとき。 

 

当該認定をした日から 

 ２週間以上４カ月以内 

 

当該認定をした日から 

 ２週間以上２カ月以内 
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別表１ 措置基準 

措    置    要    件 期     間 

（贈賄） 

９ 有資格業者である個人若しくは法人の代表者若しく

は役員又は有資格業者の使用人が、山陽小野田市の職

員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 

 

10 次の⑴、⑵又は⑶に掲げる者が山陽小野田市の職

員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起された

とき。 

⑴ 代表役員等 

⑵ 一般役員等 

⑶ 使用人 

 

11 次の⑴から⑶までに掲げる者が、山陽小野田市の 

職員以外の他の公共機関等の職員に対して行った贈賄

の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提

起されたとき。 

⑴ 代表役員等 

⑵ 一般役員等 

⑶ 使用人 

 

逮捕を知った日から公訴の提

起又は公訴の提起をしない処

分が行われたことを知った日  

まで 

 

 

公訴を知った日から 

８カ月以上 24カ月以内 

６カ月以上 18カ月以内 

４カ月以上 12カ月以内 

 

 

 

 

逮捕又は公訴を知った日から 

 ４カ月以上９カ月以内 

２カ月以上６カ月以内 

２カ月以上４カ月以内 

（独占禁止法違反行為） 

12 市工事に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１

項第１号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方と

して不適当であると認められるとき。 

13 一般工事に関し、独占禁止法第３条又は第８条第

１項第１号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方

として不適当であると認められるとき。 

 

当該認定をした日から 

 ６カ月以上 24カ月以内 

 

当該認定をした日から 

 ２カ月以上 24カ月以内 

 

（競売入札妨害又は談合） 

14 市工事に関し、代表役員等又は一般役員等（以下

「役員等」という。）若しくは使用人が競売入札妨害

又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで

公訴を提起されたとき。 

15 一般工事に関し、役員等若しくは使用人が競売入

札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経

ないで公訴を提起されたとき。 

 

逮捕又は公訴を知った日から 

 ６カ月以上 24カ月以内 

 

 

逮捕又は公訴を知った日から 

 ３カ月以上 24カ月以内 
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別表１ 措置基準 

措    置    要    件 期     間 

（暴力団排除） 

16 役員等又は有資格業者の経営に事実上参加してい

る者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」と

いう。）第２条第２号に規定する団体（以下「暴力

団」という。）又は暴力団対策法第２条第６号に規定

する者（以下「暴力団員」という。）又は暴力団の構

成員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その組

織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者及び

暴力団に資金や武器を配給するなどして、その組織の

維持、運営に協力し若しくは関与する者（以下「暴力

団準構成員」という。）であるとき。 

17 役員等が業務に関し、不正に暴力団又は暴力団員 

 及び暴力団準構成員（以下「暴力団関係者」とい

う。）を使用したと認められるとき。 

18 役員等若しくは使用人が、いかなる名義をもって

するを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して金

銭、物品その他財産上利益を不当に与えたと認められ

るとき。 

19 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非

難されるべき関係を有していると認められるとき。 

20 役員等が、暴力団又は暴力団関係者が経営若しく

は運営に実質的に関与していると認められる法人、組

合等であることを知りながら、これを利用するなどし

ていると認められるとき。 

21 市工事を施工するに当たり、暴力団又は暴力団関

係者が経営又は運営に実質的に関与していると認めら

れる会社等と知りながら、下請契約を締結したとき。 

22 市工事を施工するに当たり、暴力団又は暴力団関

係者が経営又は運営に実質的に関与していると認めら

れる会社等と知りながら、資材・原材料等の購入、機

材等の借入れ、又は産業廃棄物処理施設の使用をした

とき。 

 

 

当該認定をした日から 

 12カ月以上 24カ月以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該認定をした日から 

 ６カ月以上 24カ月以内 

 

当該認定をした日から 

 ４カ月以上 12カ月以内 

 

 

当該認定をした日から 

 ４カ月以上 12カ月以内 

当該認定をした日から 

 ４カ月以上 12カ月以内 

 

 

当該認定をした日から 

 ４カ月以上 12カ月以内 

 

当該認定をした日から 

 ４カ月以上 12カ月以内 
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別表１ 措置基準 

措    置    要    件 期     間 

（建設業法違反行為） 

23 市工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工

事等の請負契約の相手方として不適当であると認めら

れるとき。 

24 一般工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設

工事等の請負契約の相手方として不適当であると認め

られるとき。 

          

当該認定をした日から 

 ２カ月以上９カ月以内 

 

当該認定をした日から 

 １カ月以上９カ月以内 

 

（契約締結拒否） 

25 市工事の請負契約において、落札しても契約を締

結しなかったとき。 

 

当該認定をした日から 

 ３カ月以上９カ月以内 

（不正又は不誠実な行為） 

2６ 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は 

 不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方と

して不適当であると認められるとき。 

 

当該認定をした日から 

 １カ月以上９カ月以内 

 

（私的行為による法令違反） 

27 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以

上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又

は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣

告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当

であると認められるとき。 

 

当該認定をした日から 

 １カ月以上９カ月以内 

 


